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３．事業の実施状況 
 
事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する

事業 

事業名 【No.1（医療分）】 

急性期医療（精神合併症救急）機能分化・連携推

進事業 

【総事業費】 

58,152千円 

事業の対象となる区域 東部圏域、北部圏域 

事業の実施主体 埼玉県、医療機関 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急性期病院での治療後に転院が必要となる精神合併症患者については受

入医療機関の確保が難しく、急性期病院からの円滑な転院の妨げになって

いるため、受入医療機関を確保することで、急性期病院の機能強化を図る

必要がある。 

アウトカム指標： 

事業実施地域における精神身体合併症事案の救急搬送受入率 

東部圏域 51％(H30年度)→改善(R1年度)／北部圏域(H30年度)66％→改善(R1年度) 

事業の内容（当初計画） 急性期病院で身体症の治療が施され症状が安定した患者が、精神疾患の

入院等が必要な場合に、原則として 24時間 365日、断らずに受け入れる

旨の協定を締結した精神科病院に対し、医師人件費や空床確保費用等の

支援を行うことで円滑な受入と転院につなげ、急性期病院の機能強化を

図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

4時間 365日体制で精神合併症患者を受け入れる医療機関 

救急病院 6か所 精神科病院 3か所 

アウトプット指標（達成

値） 

4時間 365日体制で精神合併症患者を受け入れる医療機関 

救急病院 6か所 精神科病院 3か所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業実施地域における精神身体合併症事案の救急搬送受入率 

東部圏域 55%(R1年度)／北部圏域 73%( R1年度) 

（１）事業の有効性 

  精神合併症患者の受入れ医療機関を確保することにより、急性期病院

の救急搬送受入や円滑な転院につながっている。 

（２）事業の効率性 

  より効率的に事業を実施するためには、急性期病院や転院先である精

神科病院をさらに確保する必要がある。 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【No.2（医療分）】 

急性期医療（耳鼻科救急）機能分化・連携推進事業 

【総事業費】 

18,410 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県医師会 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想で必要とされる病床の機能・分化連携を進めるためには、

急性期病院としての機能を十分発揮するため、急性期病院の役割を明確

にし、診療所との連携体制を強化する必要がある。 

アウトカム指標： 

初期救急輪番体制の受診者  

4,148名（H29年度） → 4,300名（R1年度） 

事業の内容（当初計画） 機能分化・連携を進め、患者状態により急性期病院と診療所の役割分担

を行い、救急対応を担っている急性期病院の集約化・適正化を図る。救

急対応を行う医療機関が少ない休日の特殊疾患（耳鼻科救急）と、軽症

患者に対応する診療所等（初期救急）で各々輪番を組み、連携体制を構

築する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

県内２か所での初期救急、県内１か所での二次救急の輪番体制による診

療日数 ７６日 

アウトプット指標（達成

値） 

県内２か所での初期救急、県内１か所での二次救急の輪番体制による診

療日数 ７６日 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

 初期救急輪番体制の受診者 5,155名（R1年度） 

（１）事業の有効性 

 埼玉県医療機関案内への県民からの問い合わせで耳鼻咽喉科を案内で

きなかった割合が減少（H30：37.1%→R1：37.0%）し、一方、初期救急

輪番体制の受診者が増加（H30：4,839 人→R1：5,155 人）していること

から、急性期医療機関と診療所との連携体制が機能しており、救急対応

を担う急性期病院の適正化が図られている。 

（２）事業の効率性 

 前述の実績のとおり、急性期医療機関と診療所との連携体制が機能し

ており、当該事業の目的である、急性期病院における二次救急対応の効

率化に繋がっている。 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関

する事業  

事業名 【NO.3（医療分）】 

病床機能分化連携のためのデータ加工及び分析事業 

【総事業費】 

22,009 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

病床機能の分化・連携を促進するため、県内各構想区域における医療

需要と医療提供の現状を分析する必要がある。 

アウトカム指標：各構想区域における各病床機能の必要病床数の確保 

         H29       R1 

・高度急性期  6,365床  →   6,156床 

・急性期   24,702床  →  23,015床   

・回復期    4,830床  →   7,802床    

・慢性期   13,013床  →  13,263床   

事業の内容（当初計画） 国保データベース（ＫＤＢ）について匿名化等の加工処理を行い、当

該データを用いて県内各構想区域の医療需要等を把握する。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

各構想区域の医療需要等の把握 

アウトプット指標（達成

値） 

各構想区域の医療需要等の把握 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：令和元年度病床機能報告にお

ける医療機能別病床数 

（１）事業の有効性 

 （令和元年度病床機能報告の数値が確定次第、記載） 

（２）事業の効率性 

 分析業務の委託に当たっては、プロポーザル方式による受託者の事

業者選定を行っており、審査基準として見積額の項目も設定してい

る。 

 また、プロジェクトチームを設置し、検討会において受託者からの

中間報告を受け、有識者の知見に基づいた提言を行うことにより、受

託者の効果的・効率的な業務の遂行に繋げている。 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する

事業 

事業名 【No.4（医療分）】 

地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に

対する歯科保健医療の推進事業 

【総事業費】 

119,507千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県歯科医師会 

事業の期間 令和元年４月 1日～令和２年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、機能分化と連携の推進を図り、また増加が見込まれる在宅患者等に

対して、適切な医療・介護サービスが供給できるよう、病院歯科やかかり

つけの歯科医師等支援に係る提供体制整備・強化が必要。 

アウトカム指標：口腔アセスメントを実施する病院数の増加 

62病院（H30）→ 65病院（R1） 

事業の内容（当初計画） 地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対し、全身と口腔

機能の向上を図るため、病棟・外来に歯科医師及び歯科衛生士を派遣

し、患者の口腔管理を行う。また、病院内の地域医療連携室等に歯科衛

生士を派遣し、退院時の歯科診療所の紹介等を行うための運営費に対す

る支援を行う。これにより、医療機関の機能分化・連携を推進し、医療

提携体制の効率化及び質の向上を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

口腔アセスメント実施人数の増加 

4,316人（H30）→ 4,500人（R1） 

アウトプット指標（達成

値） 

口腔アセスメント実施人数の増加 

4,316人（H30）→ 4,989人（R1） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

口腔アセスメントを実施する病院数 62病院（H30）→ 73病院（R1） 

口腔アセスメント実施数 4,316人（H30）→ 4,989人（R1） 

（１）事業の有効性 

 地域医療や介護等における歯・口腔の健康管理の重要性が広く知られる

ようになり、病院・施設等の現場から日常的口腔ケアに関する相談や専門

的口腔ケアの要望等が増加している。しかし、歯科標榜のない病院、施設

等においては歯科専門職の配置がないことから、その対応には限界があ

る。 

 このため、当該病院・施設等に歯科医療関係者が介入し専門的口腔ケア

の実施や相談指導等を行うことで、より効果的な口腔管理がなされ、また

多職種への口腔管理への理解が進んだ。 

 また、入院（入所）時から退院（退所）後も相互の情報共有が図られる

など、継続した協力・連携が認められた。 
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（２）事業の効率性 

 地域医療や介護等に関わる多職種の専門的口腔管理や治療への理解が

深まり、各者からの相談・要望が増えてきていることから、相互協力をよ

り一層進めていくための研修会や会議等を開催した。 

 また、積極的に当該病院・施設等に歯科医療関係者が介入し専門的口腔

ケアの実施や相談指導等を行うことで、地域における多職種と歯科医療関

係者との連携・協力体制構築が進んだ。 

 これにより、必要な歯科保健医療を必要な場所で受けることができる体

制が強化され、医療等提供体制の効率化が図られる。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.5（医療分）】 

小児在宅医療推進事業 

【総事業費】 

566千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉医科大学総合医療センター 

事業の期間 平成 31年４月 1日～令和２年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内のＮＩＣＵが常に満床等の理由により、本県の周産期医療は他都県に

依存した状況にある。そのため、ＮＩＣＵから在宅への移行を促進し、Ｎ

ＩＣＵの空床を確保する必要がある。 

アウトカム指標：ＮＩＣＵから在宅への移行を促進することにより、Ｎ

ＩＣＵ長期入院患者数割合(ＮＩＣＵ病床数に占める割合)を減少させる。 

19.4%（H31.4）→18.6% 

事業の内容（当初計画） 小児在宅医療の担い手を拡大するための研修の実施、関係者の連携体制

構築 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

各種研修会・講習会の参加者数（150 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

埼玉県小児在宅医療支援研究会（全４回） 参加者３９４人 

その他講習会（４種） 参加者１２９人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：ＮＩＣＵ長期入院患者数の減少 

長期入院患者人数は 21人（R2.4）に減少した。 

19.4%（H31.4）→13.9%（R2.4） 

（１）事業の有効性 

全県の医師、看護師及び相談支援専門員等を対象とした研修会、講習会を

開催し、小児の在宅医療を担う人材の育成を行うことで、医療依存度の高

い小児が地域で安心して療養できるよう、小児の在宅医療体制の整備を進

めることができたと考える。 

（２）事業の効率性 

平成２３年から埼玉県小児在宅医療支援研究会を立ち上げ、独自にネット

ワーク構築を図ってきた埼玉医科大学総合医療センターに同事業を委託

することにより、関係機関の関係づくりを円滑に進めるなど、小児の在宅

医療体制の整備を効率的に実施できたと考える。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.6（医療分）】 

在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整備 

【総事業費】 

4,174千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県歯科医師会 

事業の期間 令和元年４月 1日～令和２年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、増加が見込まれる在宅患者等に対して、適切な医療・介護サービス

が供給できるよう在宅歯科医療に係る提供体制の強化が必要。 

アウトカム指標：在宅歯科医療実施登録機関数の増加 

785か所（H30）→ 1,040か所（R1） 

事業の内容（当初計画） １ 県民の在宅歯科医療に関する相談及び受診調整 

 （地域在宅歯科医療推進拠点（地域拠点）のバックアップ機能） 

２ 各推進拠点の相談業務に関する助言指導及び支援、実績統計 

３ 「地域在宅歯科医療推進体制整備事業」に関連して実施される研修

会や会議等の運営 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

在宅歯科医療に関する相談及び受診調整件数の増加 

1,847件（H30）→ 1,900件（R1） 

・がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、精神疾患（認知症を含む）、在宅歯科医

療、口腔アセスメントに関する研修会の実施 

18回（H30）→ 27回（R1） 

アウトプット指標（達成

値） 

在宅歯科医療に関する相談及び受診調整件数の増加 

1,847件（H30）→ 2,074件（R1） 

・がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、精神疾患（認知症を含む）、在宅歯科医

療、口腔アセスメントに関する研修会の実施 

18回（H30）→ 37回（R1） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

在宅歯科医療実施登録機関数 785か所（H30）→ 785か所（R1) 

・高齢化による廃院や診療規模縮小に伴う辞退。また、新規登録歯科医療

機関を増やすため研修会回数を増やすも、研修レベルが高度であることか

ら、登録済み歯科医療機関の再受講（学び直し）ケースが目立った。 

 上記により、辞退機関数が新規登録機関数を上回った。 

（１）事業の有効性 

 地域医療や介護等における歯・口腔の健康管理の重要性が広く知られる

ようになり、病院・施設等の現場から日常的口腔ケアに関する相談や専門

的口腔ケアの要望等が増加している。 

 これら病院・施設等の多職種と顔の見える関係が構築されることで、相
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互協力の体制整備が図られた。 

 一方で、在宅歯科医療の担い手である歯科医師の高齢化が顕在化してい

ることから、若手歯科医師の登録増を目指し、大学病院等の専門家と連携

したサポート体制の構築に向け検討を行う。 

（２）事業の効率性 

 地域医療や介護等に関わる多職種の専門的口腔管理や治療への理解が

深まり、各者からの相談・要望が増えてきていることから、相互協力をよ

り一層進めていくための研修会や会議等を開催した。 

 これにより、地域における多職種と歯科医療関係者との連携・協力体制

構築が進み、地域包括ケアシステムにおける医療等提供体制の効率化が図

られる。 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する

事業 

事業名 【No.8（医療分）】 

中核的医療機関機能維持・強化支援事業 

【総事業費】 

104,436千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成３１年４月 1日～令和２年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域の救急・周産期医療等で中核的な役割を担っている拠点病院等で医師

不足により診療体制が維持することが困難な病院に対しては、中核的な役

割を担う救急・周産期医療等の機能維持、強化を図る必要がある。 

アウトカム指標：・寄附講座により診療体制の維持・強化が図られた病院・

診療科数 3病院・診療科(H30) → 5病院・診療科（R1) 

・大学病院等から医師派遣を行ったことにより輪番空白日が解消された

拠点病院数 5病院（H30) → 5病院（R1) 

事業の内容（当初計画） 地域の中核的医療機関に対し、大学医学部への寄附講座設置による医師

の派遣や、大学病院等からの医師派遣を行い、地域で中核的な役割を担

う救急・周産期医療等の機能維持・機能強化を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・設置する寄附講座数 3講座(H30) → 5講座(R1) 

・大学病院等からの医師派遣回数 257回（H30) → 256回（R1) 

アウトプット指標（達成

値） 

・設置する寄附講座数 3講座(H30) → 3講座(R1) 

・大学病院等からの医師派遣回数 250回（H30) → 251回（R1) 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・寄附講座により診療体制の維持・強化が図られた病院・診療科 

 → 3病院・診療科 

・大学病院等から医師派遣を行ったことにより輪番空白日が解消された

拠点病院数 → 5病院 

（１）事業の有効性 

 地域の救急・周産期医療等で中核的な役割を担っている拠点病院等で医

師不足により診療体制が維持することが困難な病院に対して、中核的な役

割を担う救急・周産期医療等の機能維持、強化を図ることができる。 

（２）事業の効率性 

 県内の医師不足の実情を把握している県が、真に医師を必要とする地域

の拠点病院等へ医師派遣等を実施することで、効率的に事業を実施し、最

大限の効果を発揮することができる。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.9（医療分）】 

勤務環境改善支援センターの運営 

【総事業費】 

 1,560 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、医療機関 

事業の期間 平成３１年４月 1日～令和２年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師等の離職防止や医療安全の確保を図るため、医療機関自らが勤務環境

改善に取り組んでいく必要がある。 

アウトカム指標： 

勤務環境改善支援センターや埼玉県総合医局機構の施策により確保し医

師が不足している地域や診療科で勤務する医師数 

108人(H30)→137人(R1) 

事業の内容（当初計画） 医療機関の勤務環境改善の取組を支援するため、診療報酬や医事法制な

ど医療に関する制度、組織マネジメントなどの経営管理、関連補助制度

の活用などについての相談窓口を運営する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

センターの支援により勤務環境改善計画を策定する医療機関数 3施設 

アウトプット指標（達成

値） 

センターの支援により勤務環境改善計画を策定する医療機関数  7施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

勤務環境改善支援センターや埼玉県総合医局機構の施策により確保した

医師が 105(H30確定値)人から 116人(R1)に増加した。 

（１）事業の有効性 

 センターの運営により、医療機関へ助言等の必要な支援を行うことで、

医療機関が勤務環境の改善に向けた取組の促進が図られた。 

（２）事業の効率性 

 日本医療経営コンサルタント協会埼玉支部、県社会保険労務士会と連携

することにより、効率的なセンターの運営を行った。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 



   

16 

 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.10（医療分）】 

地域医療支援センターの運営 

【総事業費】 

7,970千円 

事業の対象となる区域 県全域（主に医師不足地域） 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県医師会、医療機関 

事業の期間 平成３１年４月 1日～令和２年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

人口 10万人当たりの医師数が全国最下位（160.1人）であり、とりわけ産

科、小児科、救急に勤務する医師が不足している。また県内における医師

偏在も解決の必要がある。 

アウトカム指標：埼玉県総合医局機構の施策により確保し医師が不足し

ている地域や診療科で勤務する医師数 108人(H30)→137人(R1) 

事業の内容（当初計画） 医師バンクの運営、高校生の志養成、専門医・指導医の招聘、ベテラン

指導医や若手医師の県内誘導・定着促進 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・医師派遣・あっせん数 71人 

・キャリア形成プログラムの作成数 6件 

・キャリア形成プログラム参加医師数の割合 91.3％ 

アウトプット指標（達成

値） 

・医師派遣・あっせん数 50人 

・キャリア形成プログラムの作成数 7件 

・キャリア形成プログラム参加医師数の割合 100.0％ 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：埼玉県総合医局機構の施策により

確保した医師が 105人(H30確定値)から 116人(R1)に増加した。 

（１）事業の有効性 

 本事業により、医師が不足している地域や診療科で勤務する医師が増加

し、医師の県内誘導、定着促進が図られた。 

（２）事業の効率性 

 県、県医師会、県内医療機関、県立大学、大学病院、関係団体などが一

体となって医師確保対策に取り組む埼玉県総合医局機構（地域医療支援セ

ンター）においては、「医師の確保」と「医師への支援」の２本柱として、

医師の地域偏在、診療科偏在に効率的に取り組んでいる。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.11（医療分）】 

女性医師等の離職防止や再就業の促進 

【総事業費】 

13,650千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県医師会、医療機関 

事業の期間 平成３１年４月 1日～令和２年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

女性医師の数は年々増加している一方、出産や育児を契機に離職するケー

スも多く、離職防止や復職に向けた支援が必要である。 

アウトカム指標： 

代替医師による就業継続女性医師数 18人(H30)→23人(R1) 

事業の内容（当初計画） 埼玉県女性医師支援センターの効果的な運用を行うとともに、女性医師

の短時間雇用を実施する際の代替医師雇用を促進する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

女性医師相談窓口の開設 12か月 

補助制度を利用する医療機関 ４機関 

アウトプット指標（達成

値） 

女性医師相談窓口の開設 12か月 

補助制度を利用する医療機関 ８機関 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

代替医師による就業継続女性医師数 30人 

（１）事業の有効性 

代替医師による女性医師の就業継続を支援したことで、女性医師の離職防

止や再就業の促進が図られた。 

（２）事業の効率性 

埼玉県女性医師支援センターでは、県内病院の研修内容や指導体制、取得

可能な専門医資格などの情報を一元的に管理しているため、効率的に女性

医師に対する情報提供等の支援ができている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.12（医療分）】 

産科・救急・小児等の不足している診療科の医師確保支援 

【総事業費】 

58,668千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、医療機関 

事業の期間 平成 31年４月１日～令和２年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

産科、小児科（新生児医療）を担当する医師等の不足により診療体制の維

持が困難な病院が増加している。 

アウトカム指標： 

産科医等手当支給支援事業補助施設の産科・産婦人科医療従事者数(常勤

換算)166.5人(H29年度) → 維持(R1年度) 

分娩 1,000件当たりの県内分娩取扱医師数 7.7人(H29)→維持(R1) 

新生児集中治療室(NICU)149床(H30.4.1)→維持(R2.4.1) 

事業の内容（当初計画） 産科・小児科の医師の処遇改善を推進することにより離職を防止し、診

療体制を維持する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

手当支給件数  17,600件(産科 16,000件、小児 1,600件) 

手当支給施設数 50施設 

アウトプット指標（達成

値） 

手当支給件数  16,431件(産科 15,253件、小児 1,178件) 

手当支給施設数 47施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・産科医等手当支給支援事業補助施設の産科・産婦人科医療従事者数(常

勤換算) 167.4人（H30年度）→163.6人（R1年度） 

・分娩 1,000件当たりの県内分娩取扱医師数  

県内指標は厚生労働省の医療施設調査の数値を参照している。当調査は 3

年ごとに実施されており、次回は令和 2年の数値が令和 3年に公表される

見込み。 359.3人(H26年)→397.9人(H29年) 

・新生児集中治療室(NICU) 166床(H31.4.1)→170床(R2.4.1) 

（１）事業の有効性 

事業を通じ、医師の処遇改善や負担軽減等を図ることで、医師の離職防止

及び県内定着を促進することができる。 

（２）事業の効率性 

当事業では、市町村が補助事業者となり、県からの交付に上乗せ補助が可

能である。令和元年度はさいたま市、行田市、北本市が上乗せ補助を実施

しており、効率的に病院に対する支援ができた。また、上乗せ補助の場合、

当該市町村を通じ、一括して交付するなど効率的な運営に努めた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.13（医療分）】 

休日・夜間の小児救急医療体制の整備 

【総事業費】 

 230,207千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県医師会、医療機関 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

全ての地域において、休日・夜間含め小児の救急患者が適切な医療を受診

できる体制が必要とされている。 

アウトカム指標： 

小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数 4回以上の割合の低下 

3.4％(H27)→1.9％(H30) 

事業の内容（当初計画） 医療資源が不足する地域の救急医療の充実・強化及び救急医療機関の負

担軽減を図るため、救急医療機関等の運営に対する助成を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

全ての二次救急医療圏において、夜間や休日も小児二次救急患者に対応で

きる体制を整備する。（14医療圏中 14医療圏） 

アウトプット指標（達成

値） 

全ての二次救急医療圏において、夜間や休日も小児二次救急患者に対応で

きる体制を整備する。（14医療圏中 12医療圏） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数 4回以上の割合 

2.0%(R1年速報値) 

（１）事業の有効性 

 平成 27 年より小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数 4 回以上

の割合は低下していることから、事業の有効性がある。 

（２）事業の効率性 

 全ての小児二次医療圏において、夜間や休日も小児二次救急患者に対応

できる体制を整備する必要がある。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.14（医療分）】 

小児専門医等の確保のための研修の実施 

【総事業費】 

12,612千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉医科大学総合医療センター 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療機関において、小児集中治療室に従事する小児の救命救急医療及び集

中治療に習熟した小児科医や看護師の数が不足している状況にあること

から、専門性の高い医療従事者の確保のための研修の実施を支援する。 

アウトカム指標：小児集中治療室に従事する小児の救命救急医療及び集

中治療に習熟した小児科医や看護師の増加により、小児救急搬送で４回

以上の受入照会を行った割合を低下させる。3.4％(H27)→1.9％(H30) 

事業の内容（当初計画） 小児の集中治療に係る実地研修 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修参加者数（30人） 

アウトプット指標（達成

値） 

研修参加者数 48人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数 4回以上の割合 

2.0%(R1年速報値) 

（１）事業の有効性 

 平成 27 年より小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数 4 回以上

の割合は低下していることから、事業の有効性がある。 

（２）事業の効率性 

 より効率的に事業を実施するためには、研修受講者数をさらに確保する

必要がある。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.15（医療分）】 

電話による小児患者の相談体制の整備 

【総事業費】 

 159,387千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、公益社団法人埼玉県看護協会 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

救急医療機関を受診する小児の患者のうち、軽症患者の割合が高く、真に

救急を要する小児の患者の受入が困難となる恐れがある。 

アウトカム指標： 

第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の減 

89.3％(H28年度） → 減少（R1年度） 

事業の内容（当初計画） 子供の急な病気やけがについて、家庭での対処方法や医療機関の受診の

必要性をアドバイスする小児救急電話相談事業を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

年間電話相談件数 140,000件 

アウトプット指標（達成

値） 

年間電話相談件数 133,000件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合 82.1%（R1年度） 

（１）事業の有効性 

相談件数は増加しており、軽症患者の割合は減少している。 

（２）事業の効率性 

今後も多くの相談に対応していく必要がある。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.13（医療分）】 

救急や内科をはじめとする小児科以外の医師等

を対象とした小児救急に関する研修の実施 

【総事業費】 

1,285千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県医師会 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

救急医療機関を受診する小児の患者のうち、軽症患者の割合が高く、真に

救急を要する小児の患者の受入が困難となる恐れがある。 

アウトカム指標： 

第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の減 

89.7％（H28年度）→ 減少（H30年度） 

事業の内容（当初計画） 内科医等で小児患者を診察する可能性のある医師を対象として、小児の

初期救急患者に対応するための知識、技術の習得を目的とし、実技研修

を含め実践的な研修を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修受講者数 100人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修受講者数 9人 

（令和元年度は年 2回の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染

症拡大防止の観点から、第 2回を中止とした。） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合 82.1%（R1年度） 

（１）事業の有効性 

 第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合が減少している

ことから、事業の有効性がある。 

（２）事業の効率性 

 より効率的に事業を実施するためには、研修受講者をさらに確保する必

要がある。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.17（医療分）】 

看護師等養成所における教育内容の向上を図る

ための体制整備 

【総事業費】 

615,258千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県看護協会 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、増加が見込まれる医療需要に対応するため、看護職員確保が重要な

課題となっている。 

アウトカム指標： 

看護職員数 64,491人（H28)→65,000人（R1） 

事業の内容（当初計画） 看護師等養成所の運営費を支援するとともに実習施設の確保や実習指導

者等への研修の支援を行うことにより、臨床現場の即戦力となる人材を

育成する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

補助対象養成所の課程数    49課程 

実習指導者講習会の受講者数 140人 

専任教員養成講習会の受講者数 30人 

アウトプット指標（達成

値） 

看護師等養成所への助成    46課程 

実習指導者講習会の受講者数   142人 

専任教員養成講習会の受講者数 29人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

看護職員数 68,722人（H30)→約 70,000人（R1） 

（１）事業の有効性 

 看護師等養成所に勤務する看護教員、病院に勤務する実習指導者の資質

向上により、基礎看護教育の養成力の強化、充実が図られた。 

 また、学校運営の安定により、看護基礎教育が充実し、臨床現場で即戦

力となる看護職を育成した。 

（２）事業の効率性 

  埼玉県全体での実施により、現場に対応でき、優れた能力を発揮できる

看護師等の確保を効率的にできたと考える。 

 また、国家試験合格率および県内就業率を補助額に反映させることによ

り、県内に従事する看護職の増加を効率的に増加させた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.18（医療分）】 

新人看護職員の質の向上を図るための研修の実

施 

【総事業費】 

73,010千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県看護協会 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

養成施設での基礎教育修了時の能力と、現場で求められている臨床実践能

力との乖離が、新人看護職員の離職の一因となっている。離職防止のため、

臨床実践能力獲得の支援が必要。 

アウトカム指標： 

新人看護職員の離職率の低下 6.5%（H28） → 6.5％未満（R1) 

事業の内容（当初計画） 国のガイドラインに沿った新人看護職員研修の普及を図るため、同研修

を実施する病院等に対し事業費を補助する。また、新人看護職員を一堂

に集めた合同研修を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

新人研修の参加者数 2,500人 

アウトプット指標（達成

値） 

新人研修の参加者数 2,600人 

新人看護職員研修事業費補助の補助施設：129施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

新人看護職員の離職率：6.1％（H30) 

（１）事業の有効性 

各医療機関が国のガイドラインに沿った新人研修を実施している。また、

新人研修が自施設で完結できない場合でも研修が受けられるよう外部組

織に委託している。当該補助金により、看護の質の向上、早期離職防止に

つながっている。 

（２）事業の効率性 

国のガイドラインに沿った新人研修を実施した医療機関に対し、事業の一

部を補助している。これにより、新人看護職員は基本的な臨床実践能力を

獲得し、看護の質の向上及び新早期離職防止につながり効率性の高い事業

が実施されている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.19（医療分）】 

看護職員の資質の向上を図るための研修の実施 

【総事業費】 

24,660千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県看護協会、日本精神科看護協会埼玉県支部 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急速な高齢化の進展などにより、医療の高度化や在宅医療に係る医療供給

体制の充実が急務であり、当該現場に従事する看護職員の資質向上を図る

ことが必要。 

アウトカム指標： 

認定看護師数の人数 680人(H30)→ 700人(R1) 

事業の内容（当初計画） がん医療、訪問看護等の高度・専門分野における質の高い看護職員を育

成するため、研修の実施や認定看護師の資格取得支援及び派遣、支援等

を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

認定看護師派遣 110回 資格取得支援 20人 

アウトプット指標（達成

値） 

認定看護師派遣 114回 資格取得支援 17人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：認定看護師の人数が 680 人から

713人（H30～R2）に増加した。 

（１）事業の有効性 専門的知識を持つスペシャリストが、医療の現場で

困惑している看護師に対し、研修を行うことにより看護職員の資質向上が

図られた。 

（２）事業の効率性 専門的知識を持つスペシャリストが、専門性の高い

研修を必要としている医療機関等に対し、県内各地で研修を行うことによ

り、多数の看護職員が参加することができ、効率的な執行ができたと考え

る。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.20（医療分）】 

医療機関と連携した看護職員確保対策の推進 

【総事業費】 

22,982千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県看護協会 

事業の期間 平成 31年４月 1日～令和２年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療や介護をより多く必要とする高齢者の増加や医療技術の高度化、手厚

い看護を求める社会ニーズなどにより、県内看護職員の確保、定着促進が

重要な課題となっている。 

アウトカム指標：看護職員数の増加人数 

       64,491人（H28）→65,000人（R1） 

事業の内容（当初計画） 看護職員を対象とした無料職業紹介事業や復職者への技術支援の実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

再就業技術講習会（100人）、再就業者数（650人） 

アウトプット指標（達成

値） 

再就業技術講習会（97人）、再就業者数（643人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

看護職員の人数が 64,491人から約 70,000人（R1）に増加した。 

（１）事業の有効性 

 令和２年１月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、講習会

の中止や復職に向けた相談者数の減少があったため、アウトプット指標

は目標値に到達しなかったと考えられる。 

 しかし、最新の知識や技術の習得を支援する講習会やナースセンター

による巡回相談の実施により、未就業の看護職有資格者の職場復帰が図

られた。 

（２）事業の効率性 

同様のカリキュラムの講習会を埼玉県内各地で多数開催することにより、

未就業の有資格者の参加が可能となり、効率的な執行ができたと考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.21（医療分）】 

看護職員の就労環境改善のための体制整備 

【総事業費】 

 1,505 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 31年４月 1日～令和２年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

ワークライフバランスの推進など、働きやすい勤務環境を整備し看護職員

の職場定着を進めて、離職防止及び人員の確保を図る必要がある。 

アウトカム指標：常勤看護職員の離職率 

        11.6%（H30）→ 11.6未満（R1） 

事業の内容（当初計画） 就業中の看護職員の勤務環境の改善を支援することで看護職員の定着促

進と看護職員不足の改善を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

勤務環境改善に取り組む医療施設の数（6施設） 

アウトプット指標（達成

値） 

勤務環境改善に取り組む医療施設の数（8施設） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

常勤看護職員の離職率 12.4%（R01） 

（１）事業の有効性 

 出産・育児や結婚などライフサイクルの変化による離職理由は多いが、

過去 5 年間で見ると常勤看護職員の離職率は減少傾向にある。今後も事業

の着実な実施により看護職員の離職防止・定着促進に取り組んでいく。 

（２）事業の効率性 

 県内各地の医療施設に出向いてや研修を複数回実施することによって、

より多数の看護職の参加が可能となり、効率的な執行ができたと考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.22（医療分）】 

離職防止を始めとする看護職員の確保対策の推

進 

【総事業費】 

281,184千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 31年４月 1日～令和２年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

人材確保のため、勤務環境を整備し、特に子供をもつ医師、看護職員等の

離職防止や復職につなげる必要がある。 

アウトカム指標： 

常勤看護職員の離職率 11.6%（H30）→ 11.6未満（R1） 

事業の内容（当初計画） 子供を持つ医師、看護職員等の離職防止と復職を支援するため、保育施

設を整備している病院等に対し、運営に係る経費を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

病院内保育所運営費補助の対象施設数 124施設 

アウトプット指標（達成

値） 

病院内保育所運営費補助の対象施設数 125施設 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

常勤看護職員の離職率 12.4%（R1）  

（１）事業の有効性 

 出産・育児や結婚などライフサイクルの変化による離職理由は多いが、

過去 5 年間で見ると常勤看護職員の離職率は減少傾向にある。今後も事業

の着実な実施により看護職員の離職防止・定着促進に取り組んでいく。 

（２）事業の効率性 

 実際の運営に即した補助金の配分を行っており、院内保育所においても

効果的に使われ保育所の実施の一翼を担っている。これにより看護職員等

の離職防止につながり効率性の高い事業が実施されている。 

その他  
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３．事業の実施状況 

 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  

事業名 【No.7（介護分）】 

埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業 

埼玉県施設開設準備経費等支援事業 

新型コロナウイルス感染症対策事業 

【総事業費】 
589,830千円 

事業の対象とな

る区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域において安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進 

事業の内容（当初

計画） 
①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 介護予防拠点                 1施設 

 地域包括支援センター             1施設 

②介護施設の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援

を行う。 

④新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等へ

配布する消毒液等の卸・販社からの一括購入を行う。 
 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備施設等 

 介護予防拠点                 1施設 

 地域包括支援センター             1施設 

②介護施設の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援

を行う。 

④新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等へ

配布する消毒液等の卸・販社からの一括購入を行う。 
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アウトプット指

標（達成値） 

令和元年度 

地域密着型サービス施設等の整備 

整備施設等 

 地域包括支援センター             1施設 
 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：地域の実情に応じた介護サービス

提供体制の整備を促進 

（１）事業の有効性 

 県所管の広域型施設を中心に、施設の円滑な開所を促進し、介護サービ

ス提供体制の整備が促進された。 

（２）事業の効率性 

 施設の許認可手続き等を所管する市町村担当者に対し、説明会を実施

し、円滑な促進が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.23（介護分）】 

優良介護事業所認証事業 

【総事業費】 
  1,754千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

急速な高齢化の進展に伴い、福祉・介護分野における人材需要の

拡大がさらに見込まれる中、安定した福祉・介護人材の確保を図

る必要がある。 

アウトカム指標：県内介護事業所のレベルアップ、県内介護人材

の増加 

事業の内容（当初計画）  職員の育成や入所者等への処遇について優れた取組を行って

いる介護事業所を優良介護事業所として認証するための基準を

作成し、介護事業所からの認証申請に対して審査を行う。 

 基準を満たしている介護事業所を優良介護事業所と認証し、認

定証を交付するとともに、県ホームページでも公表する。 

 これによって、事業者の意識改革を図るとともに、求職者の介

護分野への参入を促進する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

認証事業所：１５０事業所 

アウトプット指標（達

成値） 

ランク１  ４３事業所（７５サービス） 

ランク２   ８事業所（１６サービス） 

ランク３   ２事業所（ ２サービス） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：県内介護人材の増加 

（１）事業の有効性 

 認証取得のための取組みを通じて、県内介護事業所の意識改革

を図ることができ、介護人材増加のための体制づくりが進んだ。 

（２）事業の効率性 

 他の介護人材確保事業と連携することで、認証事業所にインセ

ンティブを付与するとともに、求職者に当事業を周知し、効率的

に介護人材の確保を進めることができた。 

その他 平成２９年４月２４日制度開始 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.24（介護分）】 

介護の魅力ＰＲ等推進事業 

【総事業費】 

19,539千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護人材の確保のため、介護の魅力をＰＲし介護職に対するイ

メージアップを図る。 

アウトカム指標：介護の仕事の魅力をＰＲする事業への参加者

数の増加 

事業の内容（当初計画） 介護の魅力をＰＲするため、若手介護職員を中心とした介護の

魅力ＰＲ隊による大学・高校等への訪問や県外での人材募集活

動等を実施する。 

（１）大学・高校・専門学校等への訪問 

（２）福祉業界就活セミナーへの参加 

（３）就職フェア（合同面接会）への参加 

（４）出張介護授業の実施 

（５）その他広報活動 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

令和元年度 高校・大学等への訪問数：120回 

アウトプット指標（達成

値） 

令和元年度 高校・大学等への訪問数：112回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護の仕事の魅力をＰ

Ｒする事業への参加者数 

介護の仕事の魅力をＰＲする事業への参加者数 3,723 人（令和

元年度） 

※平成 30年度比▲1,531人。新型コロナウイルス感染症の影響

から３月のＰＲ隊派遣を中止した。 

（１）事業の有効性 

介護の魅力ＰＲ隊により、県内の高校で出張介護授業を行うこ

とが可能になり、当事業へ参加する高校生の数が大幅に増加し

た。 

（２）事業の効率性 

介護の魅力ＰＲ隊が県内各地で当事業の活動に参加すること

で、介護の仕事の魅力ＰＲを効率的に行うことができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【№25（介護分）】 

「福祉の仕事」学校教育連携事業 

【総事業費】 

215千円 

事業の対象となる区域 
全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年４月１日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護
ニーズ 

急速な高齢化の進展に伴い、福祉・介護分野における人材需要の

拡大がさらに見込まれる中、安定した福祉・介護人材の確保を図

る必要がある。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画） ・高校生等を対象に福祉の仕事の魅力や実情を紹介することで、

福祉の仕事に対する理解を深める。 

 進路担当教諭と福祉施設職員との意見交換会の開催 ２回 

 高校等への出張介護授業の実施         １５回 

アウトプット指標（当
初の目標値） 

出張介護授業参加者：1,000人 

アウトプット指標（達
成値） 

参加者：1,123人 

（意見交換会２回 25人、出張介護授業 20回 1,098人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護分野への理解促進 

観察できた 

 参加者の生徒の内の 68％が、介護分野に興味を持ったとの感想

を得た。 

（１）事業の有効性 

 進路を決める前の段階の中学生・高校生等に対して、仕事とし

ての介護等の魅力の理解を促進することで、将来的な介護人材等

の確保につながる。 

（２）事業の効率性 

 学校に出向き、一度に多くの教員・生徒に対して福祉の仕事の

魅力や実情を紹介し、キャリア教育を行うことで、効率化を図っ

た。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.26（介護分）】 

介護職員資格取得支援事業（初任者研修受

講料補助） 

【総事業費】 

3,000千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 介護職員初任者研修修了後の早期就労者及び在職中の研修修

了者に研修受講費を補助することにより、介護人材の確保及び

定着を図る。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画）  介護職員初任者研修修了後の早期就労者及び在職中の研修修

了者に研修受講費の一部を補助する。 

＜補助額＞ 

 介護職員初任者研修受講費用の１／２（上限３万円） 

＜補助条件＞ 

 ・一定期間以上継続勤務すること 

  ・勤務の状況について、就職先の介護事業所の証明書を添付

すること 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

補助対象者数 100人 

アウトプット指標（達

成値） 

補助実績 25人 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：県内介護人材の増加 

観察できた → 

指標：25人を支援（うち介護人材の確保４人） 

（１）事業の有効性 

 介護職員初任者研修を修了した者を支援することにより、新

たな介護人材４人の確保及び現職介護人材 21 人のスキルアッ

プが図られた。 

（２）事業の効率性 

 県ホームページや集団指導における事業告知等、効率的な執

行ができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.27（介護分）】 

高齢者等介護職員就労支援事業 

【総事業費】 

31,244千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 元気なうちは社会に貢献したいと考える高齢者の力を有効活

用することにより、不足する介護人材の確保を図る。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画）  ６０歳以上の者に対して、介護に関する入門的研修及び職場

体験研修等を受講させる。 

 研修修了後は、就職先とのマッチングを実施して、介護職員

としての就労を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修参加者数 200人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修参加者数 214人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：300 人が介護事業所へ

就労する。 

観察できた → 

指標：研修修了者のうち 112人が介護事業所へ就労した。 

（１）事業の有効性 

 本事業により 214 人の高齢者等が研修に参加し、県内の介護

への就労者数が 112人増加した。 

（２）事業の効率性 

 公募型企画提案に基づき委託業者を決定するなど、効率的な

執行ができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【№28（介護分）】 

就職チャレンジ応援プログラム事業  

【総事業費】 
493千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急速な高齢化の進展に伴い、福祉・介護分野における人材需要

の拡大がさらに見込まれる中、安定した福祉・介護人材の確保

を図る必要がある。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画） ・福祉の仕事に関心がありながら福祉分野での就労経験がない

求職者向けの研修を実施し、福祉業界への就職につなげる。 

 就職チャレンジ応援プログラム研修 １０回 

 子育てママ応援・ふくしのお仕事トライセミナー １回 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

参加者：165人（15人×11回） 

アウトプット指標（達成

値） 

参加者：98人 

（就職チャレンジ応援プログラム研修 90人） 

（子育てママ応援・ふくしのお仕事トライセミナー ８人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：受講者の求職登録数 

観察できた 

  受講者の求職登録数 41人 

（１）事業の有効性 

再就職や未経験等の理由により、福祉業界への就職につな

がらない潜在求職者の就職を支援することで、介護人材等の

確保を図ることができる。 

（２）事業の効率性 

 対象年齢や分野を限定するなど参加層を明らかにすること

で、受講後の就活につなげやすくし、効率性を高めた。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.29（介護分）】 

介護職員雇用推進事業  

【総事業費】 

304,739千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 介護の仕事の経験がない者（介護未経験者）への研修及び早

期就職支援により、介護人材の確保を図る。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画）  介護未経験者に対し、３か月の期間内に基礎的研修、介護施

設での研修、介護職員初任者研修を受講させ、雇用期間終了後、

介護施設等が直接雇用する介護職員としての就職を支援する。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修参加者数 330人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修参加者数 332人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：330 人が介護事業所へ

就労する。 

観察できた → 

指標：研修修了者のうち 289人が介護事業所へ就労した。 

（１）事業の有効性 

 本事業により 322 人の介護未経験者が研修に参加し、県内の

介護への就労者数が 289人増加した。 

（２）事業の効率性 

 公募型企画提案に基づき委託業者を決定するなど、効率的な

執行ができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.30（介護分）】 

福祉の仕事就職総合フェア等実施事業 

【総事業費】 
25,527千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急速な高齢化の進展に伴い、福祉・介護分野における人材需要

の拡大がさらに見込まれる中、安定した福祉・介護人材の確保

を図る必要がある。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画） ・求人事業所と求職者が一堂に会する合同就職面談会を開催し、

求職者の就職支援と事業所の採用支援を図る。 

(1)就職フェア(全県規模)の開催 ３回 

(2)地域就職相談会（中核的都市）の開催  ３回 

(3)地域就職相談会（地域密着型）の開催 ７回  

アウトプット指標（当初

の目標値） 

(1)１回あたり参加数  50～100事業所 来場者 100～150人  

      面談数 200～300面談 （来場者 2ブース/人） 

(2)１回あたり参加数 30～50事業所 来場者 50～100人  

      面談数 100～200面談 （来場者 2ブース/人） 

(3)１回あたり参加数 20～30事業所 来場者 30～80人  

      面談数  60～160面談 （来場者 2ブース/人） 

アウトプット指標（達成

値） 

就職フェア 

全 2回 参加事業所数 184事業所、参加者 317人 

     面談数 672面談 

地域就職相談会 

全 10回 参加事業所数 290事業所、参加者 488人 

      面談数 931面談 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

求人事業所と求職者の出会いの場を設けることで、介護人材の

確保を図ることができた。 

指標：面談数 1,603件、採用数 44人 

（１）事業の有効性 

 本事業により 805 人が就職フェアに来場し、事業者と 1,603

件の面談が行われ、人材の確保を図ることができた。 

（２）事業の効率性  

開催時期・開催場所を精査し、適切な会場規模で開催すること

で経費の節減を図り、また多くの求人事業所と求職者との出会

いの機会を設けて、介護人材確保の支援を行った。 

 3 月に予定していた合同就職相談会は、新型コロナ感染防止

のため開催を見送った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.31（介護分）】 

福祉の仕事魅力発見事業 

【総事業費】 

516千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急速な高齢化の進展に伴い、福祉・介護分野における人材需要

の拡大がさらに見込まれる中、安定した福祉・介護人材の確保

を図る必要がある 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画） 求人事業所・福祉系養成校への随時訪問、相談対応の実施や、

高校生・保護者等を対象とした福祉施設見学バスツアーの開催

など、求人ニーズ開拓と福祉人材確保を支援する。 

 福祉施設を見学するバスツアーの実施    ５回 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

バスツアー参加者数 100名（20名×５回） 

 

アウトプット指標（達成

値） 

福祉の事業所・福祉人材養成校への訪問、相談対応の実施回数 

222回 

バスツアー参加者数 42人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護分野への理解関心

の促進  観察できた。 

 福祉施設見学ツアーにより介護業界への理解を促進すること

ができた。参加者数 42人  

（１）事業の有効性 

マッチング専門員が同行する施設見学により、事業所及び求職

者のニーズを把握し、マッチングの精度を高め、介護人材等の

確保につなげることができた。 

また、事業所の特色や現場の様子を直接求職者が確認すること

で、仕事に対する理解を促進できた。 

（２）事業の効率性 

 高校生向けバスツアーの見学先に、進学を希望する生徒向け

に養成校を組み込むことで、参加者増を目指した。 

3 月に予定していたバスツアーは、新型コロナ感染防止のため

実施を見送った。5 回→4 回 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.32（介護分）】 

「福祉の仕事」スタートアップ推進事業 

【総事業費】 
554千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急速な高齢化の進展に伴い、福祉・介護分野における人材需要

の拡大がさらに見込まれる中、安定した福祉・介護人材の確保

を図る必要がある。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加(来場者の介護業界への就

職・求職登録 

事業の内容（当初計画） ・福祉系養成校等の学生を対象に業界説明会やセミナーを開催

し、福祉業界への就職につなげる。 

  学内等就職説明会の開催    10回 

  福祉業界就活セミナーの開催   １回 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

参加学生：400人 

アウトプット指標（達成

値） 

参加学生：135人（学内就職説明会 6回） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：参加者の求職登録数  

参加者の求職登録数 １１人 

観察できた      → 就職相談者 35人  

（１）事業の有効性 

 埼玉県内の介護等の事業所と福祉系養成校の協力を得て、就

職活動に必要な情報等をタイムリーに提供し、就職活動を支援

することで、多くの学生の福祉業界への就職につなげることが

できた。 

（２）事業の効率性 

 大学３年生等の就職活動開始時期に合わせて、2月、3月に開

催する予定だった業界就活セミナーや就職説明会は、新型コロ

ナの感染防止のため、開催を見送った。（10回→6回） 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.33（介護分）】 

市町村による介護人材確保支援事業 

【総事業費】 

10,000千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 地域による人材育成及び確保に関する取組を促進する必要が

ある。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画）  市町村が実施する介護に関する入門的研修からマッチングま

での一体的事業に対して補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

取組市町村：10市町村 

アウトプット指標（達成

値） 

取組市町村：３市 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：100 人が介護事業所へ

就労する。 

観察できた → 

指標：研修修了者のうち２人が介護事業所へ就労した。 

（１）事業の有効性 

 本事業により 47人の介護未経験者が研修に参加し、県内の介

護への就労者数が２人増加した。 

（２）事業の効率性 

 各市町村が地域の実情に応じて事業計画を実施するなど、効

率的な執行ができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.34（介護分）】 

介護福祉士養成施設留学生日本語学習等

支援事業 

【総事業費】 
12,000千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 介護福祉士養成施設 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

社会福祉施設の利用者に、十分なサービスを提供するためには、

福祉人材の確保とそこで働く職員の定着と意欲の向上を図るこ

とが不可欠である。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画） 介護福祉士養成施設における留学生の日本語学習に関する経費

を補助する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

留学生の日本語学習を支援する介護福祉士養成施設数 ８施設 

アウトプット指標（達

成値） 

留学生の日本語学習を支援する介護福祉士養成施設数 ５施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 介護福祉士養成校留学生入学者数 78人（R2.4） 

（１）事業の有効性 

 本事業により介護福祉士養成校における外国人留学生が介護

福祉士として資格を取得し就職することにより、介護人材の確保

を図ることができる。 

（２）事業の効率性 

 養成施設に補助することで、入学から資格取得・卒業就職まで

継続した支援が可能となり、介護福祉士として質の高い介護人材

を育成することができる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.35（介護分）】 

外国人人材確保・定着事業 

【総事業費】 

19,200千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 介護施設 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 介護施設による外国人介護人材の受入が円滑に進むよう支援

する必要がある。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画）  介護施設が介護福祉士を目指す留学生を受け入れ、日本語学

校に係る経費及び住居費を負担した場合、その一部を補助する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

対象者：60人 

アウトプット指標（達

成値） 

対象者：０人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：60人が介護施設へ就労

する。 

観察できなかった → 

指標：対象となる留学生がいなかったため。 

（１）事業の有効性 

 介護施設が介護の担い手として外国人を受け入れた場合の費

用負担に補助することにより、外国人の介護現場への受入を促

進することができる。 

（２）事業の効率性 

  県ホームページや集団指導における事業告知等を実施した

が、需要がなかった。 

その他  令和２年度は補助要件及び補助対象者数の見直しを行った。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.36（介護分）】 

キャリアアップ事業 

【総事業費】 
2,959千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 特別養護老人ホーム等 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

社会福祉施設の利用者に、十分なサービスを提供するためには、

福祉人材の確保とそこで働く職員の定着と意欲の向上を図るこ

とが不可欠である。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画） 社会福祉法人が設置する特別養護老人ホーム等に対して、職員の

介護職員初任者研修受講費を補助する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

介護職員初任者研修受講事業実施施設数 

 15施設 

 

アウトプット指標（達

成値） 

介護職員初任者研修受講事業実施施設数 

 ７施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

介護職員初任者研修受講事業対象者数 10人 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、職員の介護職員初任者研修の受講を奨励す

る施設がある。 

（２）事業の効率性 

施設職員の専門資格の取得支援を実施することで、介護職員の質

の向上とともに、職員の意欲の向上と職場への定着を図ることが

できた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.37（介護分）】 

介護職員資格取得支援事業 

【総事業費】 

20,000千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 介護現場で働く介護職員の介護福祉士資格取得を支援し、資

格取得のよって介護職員の給与改善を図る 

アウトカム指標：県内介護人材の定着 

事業の内容（当初計画） 介護現場で働く介護職員の介護福祉士国家試験合格を支援する

ため、介護事業所が合格者に対する給与改善を行うことを条件

に、実務者研修受講費用の一部を補助する。 

＜補助額＞実務者研修受講費用の１／２（上限１０万円） 

＜補助対象者＞ 

 実務者研修受講費用を負担した介護事業所又は介護職員 

＜補助条件＞ 

 合格者に対して給与改善が図られること（資格手当等を支給） 

＜スケジュール＞ 

 申請受付：１２月、交付決定：３月 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

補助対象人数 200人（令和元年度） 

アウトプット指標（達

成値） 

補助対象人数 139人（令和元年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：給与改善を図られた介

護職員の増加 

139人の介護職員について給与改善が図られた 

（１）事業の有効性 

資格取得補助により、給与が改善した介護職員が増加した。 

（２）事業の効率性 

資格取得支援事業により、介護職員の給与が改善されるととも

に、介護職員の定着が図られた。 

その他  

  



   

21 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.38（介護分）】 

介護支援専門員研修受講支援事業 

【総事業費】 

46,800千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

地域包括ケアシステムの要となる介護支援専門員の確保及び資

質の向上が必要である。 

アウトカム指標：経験を積んだ質の高い介護支援専門員の増 

事業の内容（当初計画） 更新研修及び専門研修の受講料の一部を補助し、地域包括ケア

システムの要となる介護支援専門員の確保及び資質の向上を図

る。 

＜対象研修＞ 

介護支援専門員専門研修、介護支援専門員更新研修 

主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修 

＜助成額＞ １人当たり１万円 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

受講人数：介護支援専門員（専門・更新）及び主任介護支援専

門員（更新を含む） 4,680人 

アウトプット指標（達

成値） 

受講人数：介護支援専門員（専門・更新）及び主任介護支援専

門員（更新を含む） 2,936人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：経験を積んだ質の高い

介護支援専門員を確保できた。 

（１）事業の有効性 

介護支援専門員の負担軽減を行うことにより、計画的な研修受

講が促進され、介護支援専門員の確保及び質の向上に効果があ

った。 

（２）事業の効率性 

補助金の申請について、手続きを簡素化するなど円滑に事業を

執行した。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【№39（介護分）】 

看取り体制強化事業 

【総事業費】 
11,825千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

地域における看取り体制を強化し、高齢者が最後まで安心して住

み慣れた場所で生活できる環境を整えることにより、地域包括ケ

アシステムの構築を促進する。 

アウトカム指標：介護施設による看取り件数の増（加算届出 50%

→70%） 

事業の内容（当初計画） 高齢者の生活を支える介護施設等の職員向けの研修の実施及び

看取りケア実践職員からの助言・実習により、介護施設等の職員

のスキルアップを図る。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

・研修受講者 

   管理者 200人、介護職員等 400人 

・看取り実習講師派遣 

アウトプット指標（達

成値） 

・看取りケア研修受講者 

   管理者 10月（行田会場・浦和会場）実施 

       102人参加。 

   実務者 11月（行田会場・岩槻会場）実施 

       469人参加（延べ人数）。 

・看取りケア講師派遣研修 

  14カ所 

事業の有効性・効率性 事業終了後のアウトカム指標：県内施設の看取り加算割合（令和

２年４月１日時点） 

特別養護老人ホーム 57.5％ 

介護老人保健施設  78.8％ 

認知症高齢者グループホーム 51.7％ 

特定施設 37.8％ 

（１）事業の有効性 

研修受講及び「介護施設における看取り介護の手引き～現場力を

高める～」を県のホームページに掲載することで、介護施設の看

取り体制強化を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

研修では講義と併せてグループワークやロールプレイを実施す

ることにより、個人のスキルアップや知識の習得に加え、他の介
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護施設との情報交換とネットワークの構築を効率的に行うこと

ができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.40（介護分）】 

キャリアアップ事業 

【総事業費】 
5,918千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 特別養護老人ホーム等 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

社会福祉施設の利用者に、十分なサービスを提供するためには、

福祉人材の確保とそこで働く職員の定着と意欲の向上を図るこ

とが不可欠である。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画） 社会福祉法人が設置する特別養護老人ホーム等に対して、職員

の業務上必要な専門資格取得促進や職員のスキルアップ支援を

図るため、資格取得に係る講習費やスキルアップに資する研修

費を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

①職員の業務上必要な専門資格の取得事業実施施設数 

 15施設 

②基幹職員の養成・職員のスキルアップ事業実施施設数  

 35施設 

アウトプット指標（達成

値） 

令和元年度 

①職員の業務上必要な専門資格の取得事業実施施設数 

 ３施設 

②基幹職員の養成・職員のスキルアップ事業実施施設数 

 38施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

①職員の業務上必要な専門資格の取得事業対象者数 12人 

②基幹職員の養成・職員のスキルアップ事業対象者数 

 280人 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、施設が職員の専門資格の取得やスキルア

ップに資する研修への参加に積極的になった。 

（２）事業の効率性 

施設職員の専門資格の取得やスキルアップを支援することで、

職員の資質向上とともに意欲の向上につながり、職場への定着

を図ることができた。 

その他 令和元年度に補助対象研修の見直しを行った。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.42（介護分）】 

潜在介護職員届出システム事業  

【総事業費】 

10,398千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 離職介護福祉士等届出制度で運用されるシステムを活用し、

離職した介護有資格者（潜在介護職員）に対してニーズに沿っ

た情報提供を行うことで、復職に向けた機会を創出し、介護人

材の確保を図る。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画） 離職介護福祉士等届出制度で運用されるシステムを活用して、

届出を行った潜在介護職員に対してニーズに沿った情報提供を

行う。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

情報提供 月 10回程度 

アウトプット指標（達

成値） 

登録者数  894人 

情報提供 年 147回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：県内介護人材の増加 

観察できなかった → 

理由：システムが、登録者の介護事業所への就労状況を確認で

きる仕組みになっていないため。 

（１）事業の有効性 

 離職している介護福祉士等の就労意欲を促すため、求人情報、

研修情報など復職に有効な情報提供を行った。 

（２）事業の効率性 

 システムを効率的に運用するため、関係機関に対して就労支

援等の事業の周知を行い、登録者数の拡大に努めた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.43（介護分）】 

認知症介護研修事業 

【総事業費】 
3,055千円 

事業の対象となる区域 
全域 

事業の実施主体 埼玉県及び市町村 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療と介護が連携したサービス提供体制づくりや認知症施策の

確実な実施を支援し、高齢者の住み慣れた地域での自立と尊厳

のある暮らしを支える地域社会を構築する。 

アウトカム指標：認知症高齢者に対する介護サービスの質の向

上 

事業の内容（当初計画） （１）認知症対応型サービス事業管理者研修 180人 

（２）認知症対応型サービス事業開設者研修 30人 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 50人 

（４）認知症介護指導者フォローアップ研修 ２名 

（５）認知症介護基礎研修 410人 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

認知症介護基礎研修等 

実施回数 15回 研修受講人数 617人 

アウトプット指標（達成

値） 

認知症介護基礎研修等 

実施回数 12回 研修受講人数 367人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：研修修了者の知識や技

術の向上 

（１）事業の有効性 

介護サービス事業所等の介護職員等に対して、認知症ケアに必

要な基礎的な知識や技術などを目的とした研修を行うことで、

認知症高齢者に対する介護サービスの質の向上を推進した。 

（２）事業の効率性 

研修実施団体や認知症介護指導者等と連携して研修を実施する

ことで、効率的な事業実施ができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【№44（介護分）】 

認知症地域医療支援事業 

【総事業費】 
5,691千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県及びさいたま市 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

医療と介護が連携したサービス提供体制づくりや認知症施策の

確実な実施を支援し、高齢者の住み慣れた地域での自立と尊厳

のある暮らしを支える地域社会を構築する。 

アウトカム指標：医師、歯科医師、薬剤師等医療従事者に対す

る認知症対応力の向上促進と適切な医療を提供する環境整備 

事業の内容（当初計画） 医師、歯科医師、薬剤師等医療従事者に対する認知症対応力向

上研修の実施 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

認知症サポート医養成研修 実施回数 2回 

             受講人数 23人 

かかりつけ医認知症対応力向上研修 実施回数 1回 

                 研修受講人数 160人 

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 

                 実施回数 4回 

                 研修受講人数 410人 

歯科医師認知症対応力向上研修   実施回数 1回 

                 研修受講人数 125人 

薬剤師認知症対応力向上研修    実施回数 1回  

                 研修受講人数 200人 

看護職員認知症対応力向上研修   実施回数 1回  

                 研修受講人数 125人 

アウトプット指標（達

成値） 

認知症サポート医養成研修 実施回数 2回 

             受講人数 26人 

かかりつけ医認知症対応力向上研修 実施回数 1回 

                 研修受講人数  91人 

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 

                 実施回数 4回 

                 研修受講人数 606人 

歯科医師認知症対応力向上研修   実施回数 1回 

                 研修受講人数 157人 

薬剤師認知症対応力向上研修    実施回数 4回  

                 研修受講人数 606人 

看護職員認知症対応力向上研修   実施回数 1回  
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                 研修受講人数 125人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：認知症の人や家族に対

する支援体制構築の担い手となる医療従事者数の増 

（１）事業の有効性 

本事業により医療従事者の認知症対応力の向上を図ることがで

きた。 

（２）事業の効率性 

医師会や歯科医師会、薬剤師会などの関係団体と連携して研修

を実施することで、受講対象者への研修周知や参加の働きかけ

を強化することができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【№45（介護分）】 

認知症ケア人材育成事業 

【総事業費】 

3,933千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療と介護が連携したサービス提供体制づくりや認知症施策の

確実な実施を支援し、高齢者の住み慣れた地域での自立と尊厳

のある暮らしを支える地域社会を構築する。 

アウトカム指標：市町村における認知症初期集中支援推進事業

及び認知症地域支援・ケア向上事業の推進 

事業の内容（当初計画） （１）認知症初期集中支援チーム員及び認知症地域支援推進員

に対して、必要な知識や技術を習得するための研修を実施する。 

（２）地域支援推進員活動の先進事例の紹介や事例検討を行う

会議を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

（１）認知症初期集中支援チーム員研修受講者数 63人 

   認知症地域支援推進員研修受講者数       32人 

（２）認知症地域支援・ケア向上事例検討会の実施 

アウトプット指標（達成

値） 

（１）認知症初期集中支援チーム員研修受講者数 63人 

   認知症地域支援推進員研修受講者数       29人 

（２）認知症地域支援・ケア向上事例検討会の実施 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：研修修了者の知識や技

術の向上 

（１）事業の有効性 

本事業により研修受講者の知識や技術が向上し、市町村におけ

る認知症初期集中支援事業及び認知症地域支援・ケア向上事業

の円滑な推進に資することができた。 

（２）事業の効率性 

事業実施する市町村職員等が研修に参加することで、市町村事

業の効率的な支援を図ることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.46】 

地域包括ケアシステム構築促進事業 

（生活支援体制整備促進事業） 

【総事業費】 
23,833千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

要支援者に対する「訪問介護」と「通所介護」については、平

成２９年４月までに、市町村が地域の実情に応じて行う「地域

支援事業」に移行した。サービス提供主体は、これまでの介護

保険事業所のみから、ＮＰＯやボランティアなど多様な主体に

広がるため、サービス提供体制の構築の要として市町村に配置

する生活支援コーディネーターの養成や市町村支援が必要であ

る。 

アウトカム指標：県内全市町村（６３）において、生活支援の

体制が整備され生活支援サービスが充実する。 

事業の内容（当初計画） アドバイザーによる相談支援やコーディネーターを対象とした

研修等を実施することにより、市町村における生活支援体制整

備事業の円滑かつ効果的効率的な実施を支援する。 

・市町村及び生活支援コーディネーター等への相談支援   

 通年 

・基礎研修 １回（２日間） 

・指導者養成研修 １回 

・市町村職員との合同研修 １回（２会場） 

・課題別研修 ３回 

・ブロック別連絡会議 ２回（各４ブロック） 

・現場視察研修 ３回 

・指導者会議（意見交換）３回 

・生活支援体制整備「実践」マニュアルの更新      

 通年 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

 ・相談支援       市町村訪問 150回 

 ・基礎研修参加者         200名 

 ・指導者養成研修参加者       20名 

 ・市町村との合同研修参加者    300名 

 ・課題別研修参加者        600名 

 ・ブロック別連絡会議参加者    900名 

 ・現場視察研修参加者        30名 

アウトプット指標（達

成値） 

・相談支援        市町村訪問 92回 

・基礎研修参加者          201名 

・指導者養成研修参加者        11名 
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・市町村との合同研修参加者    211名 

・課題別研修参加者        242名 

・ブロック別連絡会議参加者    272名 

・現場視察研修参加者        22名 

・生活支援に係る企業等との連携研修・情報交換会  

                 166名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

県内全市町村（63）において、生活支援コーディネーターが配

置され、体制が整備される。 

（１）事業の有効性 

 本事業により生活支援コーディネーターの配置が促進される

ことにより、生活支援の体制が整備され、生活支援サービスが

充実する。 

（２）事業の効率性 

 地域包括ケアシステム構築の背景や生活支援体制整備の取組

手法や好事例を紹介することで、効率的に生活支援体制が整備

された。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.47】 

市町村地域支援事業促進事業費 

（地域包括支援センター従事者研修） 

【総事業費】 
2,804千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

急速な高齢化が進む本県において、市町村や地域包括支援セン

ターが中心となって地域の実情に合わせて効果的に地域支援事

業を実施し、高齢者への支援を進めることが必要である。 

アウトカム指標：地域包括支援センター職員や、地域包括支援

センターの設置主体である市町村職員の基幹機能や支援能力の

向上により、センター機能の強化につながる。 

事業の内容（当初計画） 市町村職員や地域包括支援センターの職員に対し、機関機能や

支援能力の向上及び地域における課題解決策を検討するための

研修を実施する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

・研修受講者人数 

  (内訳)市町村職員管理職(部長級及び課長級)160人 

     地域包括支援センター職員 

       （管理者又はセンター長）140人 

       （初任者）    230人 

アウトプット指標（達

成値） 

市町村職員管理職研修 371人 

地域包括支援センター職員研修 

 初任者：193人、中級者：80人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：地域包括支援センター

の機能強化や市町村の効果的な地域支援事業の実施を促進す

る。 

（１）事業の有効性 

研修により、市町村職員や地域包括支援センター職員のコーデ

ィネート力やノウハウを身に付けるとこができる。また、市町

村と地域包括支援センターで連携を図ることで、センター職員

の資質向上につながった。 

（２）事業の効率性 

研修では講義と併せてグループワークを実施することにより、

個人のスキルアップや知識の習得に加え、他のセンターとの情

報交換とネットワークの構築を効率的に行うことができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【№48】 

家族介護者等支援事業 

【総事業費】 
3,570千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

地域における家族介護者等への支援体制を強化し、高齢者が最後

まで安心して住み慣れた場所で生活できる環境を整えることに

より、地域包括ケアシステムの構築を促進する。 

アウトカム指標：県内全地域包括支援センター（２８３か所）に

「家族介護者等支援員」を配置 

事業の内容（当初計画） 地域包括支援センター職員を対象に、家族介護者等の相談支援を

行う「家族介護者等支援員」を養成するための研修を実施する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

研修受講者数 

・家族介護者支援員養成研修 

   300人（県内地域包括支援センターの職員） 

・介護者支援特別セミナー 

  1,000人（県内市町村職員及び地域包括支援センター職員等） 

アウトプット指標（達

成値） 

研修受講者数 

・家族介護者支援員養成研修 

   261人 

・介護者支援特別セミナー 

   941人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：地域包括支援センター職

員が、「家族介護者等支援員」として各地域において家族介護者

等の支援を行うことにより、家族介護者等への支援体制が強化さ

れ、地域包括ケアシステムの構築を促進できる。 

（１）事業の有効性 

研修受講により県内地域包括支援センターの家族介護者等への

支援体制を強化し、意識醸成をすることができた。 

（２）事業の効率性 

３カ所の会場で研修を実施することにより、多くの地域包括支援

センター職員が参加することができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.49】 

地域包括ケアシステム構築促進事業 

（地域ケア会議推進事業） 

【総事業費】 
22,304千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年には、本県の７５歳

以上人口は平成２２年と比較して２倍に増加するほか、単身や

夫婦のみの高齢者世帯の増加、認知症高齢者の増加も見込まれ

ている。 

そこで、各地域において、①住まい、②医療、③介護、④介護

予防、⑤生活支援の５つの要素を一体的に提供していく体制「地

域包括ケアシステム」を構築していくことが重要となる。 

アウトカム指標： 県内全市町村（６３）における自立支援型地

域ケア会議の開催を目指す。 

事業の内容（当初計画） 地域包括ケアシステムの構成諸要素を全体で調整する場と 
して、市町村・地域包括支援センター職員が実施する自立 
支援型地域ケア会議の立上げを支援するため、以下の事業 
を実施する。 

（１）地域ケア会議専門員の派遣による立上げ支援 
（２）地域ケア会議コーディネーター研修 
（３）自立支援型ケアプラン実践研修 
（４）自立支援型アセスメント研修 

（５）事業所向け自立支援研修 

（６）セルフチェックの手引き 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

（１）地域ケア会議専門員の派遣による立上げ支援 
   29市町村 
（２）地域ケア会議コーディネーター研修参加者 
   300名 
（３）自立支援型ケアプラン実践研修参加者 300名 
（４）自立支援型アセスメント研修 300名 

（５）事業所向け自立支援研修 300名 

（６）セルフチェックの手引き 3,000部 

アウトプット指標（達

成値） 

（１）地域ケア会議専門員の派遣による立上げ支援 
   27市町村 
 
（２）地域ケア会議コーディネーター研修参加者 
   187名 
（３）自立支援型ケアプラン実践研修参加者 266名 
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（４）自立支援型アセスメント研修 391名 

（５）事業所向け自立支援研修 166名 

（６）セルフチェックの手引き 3,000部 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：自立支援型地域ケアマ

ネジメントの実施市町村数の増 

（１）事業の有効性 

既に実施している団体の自立支援型地域ケアマネジメントの質

的な向上に寄与しているほか、未実施市町村に対しても、同ケ

アマネジメントへの理解の浸透に役立っている。 

（２）事業の効率性 

自立支援型地域ケアマネジメントについて、県内全市町村に浸

透させるには、県内の介護支援専門員、そして介護支援専門員

のケアマネジメントを支援する立場の市町村職員、地域包括支

援センター職員向けに県が研修を実施することが早道である。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.50（介護分）】 

地域包括ケア総合支援チーム派遣事業 

【総事業費】 
7,102千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢化の進展状況や介護サービスなど社会資源の状況は地域に

よって様々であり、地域の課題を的確に把握した上で、実情に応

じた地域包括ケアシステムの構築をしていくことが重要である。

このため、３年間の構築のロードマップを市町村とともに作成

し、これに基づき、計画的に人的な支援を行っていく。 

アウトカム指標：県内全市町村（６３）において、各地域の実情

に応じた地域包括ケアシステムが構築される。 

事業の内容（当初計画） 第一段階として、平成 30年度から令和 2年度の 3年間の地域包

括ケア構築ロードマップを市町村とともに作成する。 

第二段階として、市町村がロードマップに合わせた構築を進めら

れるよう、県職員をリーダーとし、地域づくりの専門家、保健師、

リハビリテーション専門職、認知症・栄養・口腔ケア等の専門家

などから成る「地域包括ケア総合支援チーム」を各市町村に派遣

し、市町村への助言等を行う。これにより、市町村による地域ケ

ア会議、介護予防、生活支援体制等の事業立上げの伴奏型支援を

行う。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

 ・ロードマップ作成支援 

   63市町村 

 ・リハビリテーション専門職派遣 

   100回程度 

 ・地域づくりの専門家派遣 

   120回程度 

 ・その他（認知症・栄養・口腔等）専門家派遣 

   120回程度 

アウトプット指標（達

成値） 

 ・ロードマップ作成支援 

   63市町村 

 ・リハビリテーション専門職派遣 

   119回 

 ・地域づくりの専門家派遣 

   158回 

 ・その他（移動支援、県職員）専門家派遣 

   185回 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

県内全市町村（63）において、各地域の実情に応じた地域包括ケ

アシステムが構築される。 

（１）事業の有効性 

 市町村の個別の地域課題に応じた専門家を派遣するオーダー

メイド・伴走型支援により、地域の実情に応じた地域包括ケアシ

ステムの構築が促進された。 

（２）事業の効率性 

 オーダーメイド・伴走型支援に当たり、事前に意見交換を通じ

て市町村と意識を共有した上で、課題に応じた最適な専門家を派

遣したため、効率的な支援につながった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護施設等の確保に関する事業  

事業名 【No.51】 

 市民後見推進事業 

【総事業費】 
26,050 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護

ニーズ 

認知症高齢者等の状態の変化を見守りながら、介護保険サービスの利用

援助や日常生活上の金銭管理など、成年後見制度の利用に至る前の支援

から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく一体的に確保さ

れるよう、権利擁護人材の育成を総合的に推進する。 

アウトカム指標：地域における市民後見人等の支援体制の構築 

事業の内容（当初計画） 市町村における市民後見推進事業を推進する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

市町村における市民後見人の養成事業等の支援 補助市町村

数：24市町村 

アウトプット指標（達

成値） 

市町村における市民後見人の養成事業等の支援 補助市町村

数：24市町村 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

市民後見推進事業実施市町数 22市町 → 24市町 

 

（１）事業の有効性 

市町村における市民後見人養成研修の実施や体制の整備・強化

の支援をすることで、認知症高齢者等の成年後見制度の利用促

進を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

市町と社会福祉協議会が連携し、効率的な事業実施がされた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.52（介護分）】 

（地域包括ケアシステム広域支援事業） 

療法士育成研修・スキルアップ研修 

【総事業費】 
1,587千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢者が身近な地域において、適切な地域リハビリテーション

が受けられる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：市町村が実施する地域支援事業にリハビリ専

門職が関与する件数を増加させる。 

事業の内容（当初計画） 市町村の地域支援事業に関与し、リハビリの専門的見地から助

言指導を行う療法士（ＯＴ、ＰＴ、ＳＴ）の資質向上を図る研

修をステップアップ式に実施する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

・研修会の実施回数   ４回 

・研修会の受講人数  500人 

           （延べ OT・PT・ST合計人数） 

・療法士の参加・助言により市町村等の地域ケア会議が 

 充実し、地域住民への自立支援が促進される。 

・療法士による住民対象のリーダー育成講習などを通して、 

 住民主体の介護予防が促進される。 

アウトプット指標（達

成値） 

・研修会の実施回数：７回（初級４回、中級２回、 

             上級１回） 

・研修会の受講人数：365人（延べ OT・PT・ST合計） 

・療法士の参加・助言により市町村等の地域ケア会議が充 

  実し、地域住民への自立支援が促進された。 

・療法士による住民対象のリーダー育成講習などを通して、 

  住民主体の介護予防が促進された。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

市町村等へのリハ職派遣実績件数：4,181件 

派遣実績のあった市町村数：57市町村 

（１）事業の有効性 

研修受講により県内市町村の地域リハビリテーション事業の推

進を図るとともに、資質向上を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

研修を県央１か所で行うことで、県内ＯＴ、ＰＴ、ＳＴが一堂

に会し意見交換の場とすることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.53（介護分）】 

 新任介護職員定着支援事業 

【総事業費】 

5,100千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

新任介護職員の早期離職を防止するため、実務経験１年未満、

１年以上３年未満の職員の研修、交流イベントを実施し、早期

離職を防止する。 

アウトカム指標：新任介護職員の技術向上、定着の促進 

事業の内容（当初計画） 実務経験１年未満の介護職員又は実務経験１年以上３年 

未満の新任介護職員を対象に研修や交流イベントを実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修会 １年未満     １回 20人受講 ４回実施 
    １年以上３年未満 １回 20人受講 ４回実施 

交流イベント       １回 60人参加 ２回実施 

アウトプット指標（達成

値） 

研修会 １年未満      計 65人受講（４回実施） 
    １年以上３年未満  計 67人受講（４回実施） 

交流イベント       １回 31人参加（１回実施） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：研修に参加することに

より、横のつながりが構築できた。  

（１）事業の有効性 

研修会実施により、介護職員同士の横のつながりを深めること

ができた。 

（２）事業の効率性 

新任介護職員定着支援事業により、介護職員同士の横のつなが

りを深めることにより、介護人材の定着が図られた。 

その他 新型コロナウイルス感染症の影響から、実務経験１年未満の職

員向け交流会は開催を中止した。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.54（介護分）】 

介護ロボット普及促進事業 

【総事業費】 
30,000千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 介護事業所 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護ロボットの導入を支援することで、介護従事者の身体的負

担の軽減や業務の効率化など、介護従事者が継続して就労する

ための環境整備を図る。 

アウトカム指標：身体的負担が大きい(腰痛や体力に不安があ

る)と感じている介護従事者の減少  

事業の内容（当初計画） 現場で働く介護職員の負担軽減のため、介護業務の負担軽減や

効率化に取り組む事業所に対して介護ロボットの購入・レンタ

ル費用を補助する。 

＜機器の対象範囲：目的要件＞ 

 ①移乗介護、②移動支援、③排泄支援、④見守り・コミュ 

 ニケーション、⑤入浴支援、⑥介護業務支援 

＜補助額＞ 

30万円（１機器当たり）×100機器 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

補助台数：100機器 

        

アウトプット指標（達成

値） 

補助台数：156機器 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：身体的負担が大きい（腰

痛や体力に不安がある）と感じている介護従事者の業務負担の

軽減が図られた。 

（１）事業の有効性 

介護ロボットの導入により介護従事者の身体的負担の軽減や業

務の効率化が図られ、継続就労するための環境整備が進んだ。 

（２）事業の効率性 

介護ロボットの活用により、身体的な負担軽減のほか、精神的

な負担の軽減や業務の効率化等に効果があり、介護従事者の負

担が軽減される。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.55（介護分）】 

介護職員永年勤続表彰事業 

【総事業費】 

276千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護職員の定着率の向上を図る 

アウトカム指標：介護職員の勤務意欲を高め、介護職員の定着率

の向上を図る  

事業の内容（当初計画） 永年勤続の介護職員等（勤続 20年及び 10年）を知事名で表彰す

る。 

＜対象者＞ 

介護施設に勤務する全ての職員 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

表彰対象人数  1,200人 

アウトプット指標（達

成値） 

表彰対象人数   795人  

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護職員等の定着率の向

上。 

 

（１）事業の有効性 

永年勤続した介護職員等を知事が表彰することにより、慰労する

とともにモチベーションの向上を図る。 

（２）事業の効率性 

介護職員等の勤務意欲を高め、定着率の向上が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.56（介護分）】 

コバトン ハートフルメッセージ事業 

【総事業費】 

2,632千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護職員の社会的評価の向上を図る必要がある。 

アウトカム指標：介護職員の勤務意欲を高め、介護職員の定着率

の向上を図る。 

事業の内容（当初計画） 介護サービス利用者又はその家族等から介護職員等に対するメ

ッセージを募集し、模範となる取組を行った介護職員・介護事業

所を表彰する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

模範となる取組を行った介護職員・介護事業所を表彰する。 

アウトプット指標（達

成値） 

模範となる取組を行った介護職員・介護事業所を表彰した。４事

業所及び介護職員２名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護職員の定着率の向

上。 

（１）事業の有効性 

模範となる取組を行った介護職員・介護事業所を表彰することに

より、介護職員の勤務意欲を高め、介護職員の定着率の向上を図

ることができる。 

（２）事業の効率性 

ポスター・チラシを作成し、県内に広く PR することにより、事

業の周知が図られ多くのメッセージの応募があった。（応募件数

104件） 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.57（介護分）】 

介護職員子育て支援事業 

【総事業費】 
20,864千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 介護事業所 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 急速な高齢化の進展に伴い、福祉・介護分野における人材需要

の拡大がさらに見込まれる中、安定した福祉・助護人材の確保を

図る必要がある。 

アウトカム指標：介護職員の子育てを理由とする離職の防止によ

る県内介護人材の確保 

事業の内容（当初計画）  子育てをしながら働く介護職員のため、事業所内に保育施設を

設置した場合に運営に係る経費を補助する（開設から３６カ月ま

で） 

＜補助額（１月あたり）＞ 

 １～１２月目 250千円  １３～２４月目 187千円 

２５～３６月目 125千円 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

対象事業所数：８事業所 

 

アウトプット指標（達

成値） 

対象事業所数：６事業所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：子育てをしながら働く介

護職員の負担軽減 

（１）事業の有効性 

認可外の事業所内保育施設設置を検討している事業者にとって、

運営費への一定期間の補助は介護職員が子育てをしながら働き

続ける環境整備への大きな誘因となる。 

（２）事業の効率性 

施設整備に対する補助を受けた事業所内保育施設を本補助事業

の対象とすることで、効率的に事業の進行管理を行うことが出来

るとともにモデル的な効果が期待される。 

その他  

 


